
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。
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 　8月31日付で、
10月に開催予定
だった「ジャパン
ジュエリーフェア
2020」（JJF）の開
催延期が発表され
た。
　主催者であるイ
ンフォーマ マー
ケッツジャパン㈱
（クリストファー・イ
ブ代表）と一般社
団法人日本ジュエ
リー協会（JJA。小
山藤太会長）は、8

月中旬より出展社及び来場対象者を
中心としたヒアリングを実施し、両者間
で慎重に協議を重ねた結果として開催
延期を決定したとしている。
　JJA小山会長は「多くの出展社、来
場者双方から、社員を大型展示会に
参加させることを危惧する声が聞かれ
た。政府による大型イベント開催制限
緩和の延期が発表されたこともあり、
展示会に参加する会員企業をはじめと

した業界関係者の健康を最優先に考
えた」。イブ代表は「B2Bイベントとして
商談を目的に開催してきたJJFとして
は、毎年ビジネスの場として活用してい
ただいているプロのバイヤーが参加で
きない環境での開催は難しいと判断し
た。また、昨今のジュエリー業界の展示
会では海外バイヤーの購買力への期
待度が極めて高く、渡航制限により海
外来場者が参加不可能な状況では、
例年のビジネス効果も期待できない。」
と延期の理由を説明した。
　延期後の来年度の開催日程につい
ては、会場となる東京ビッグサイトのス
ケジュール調整が終了次第の発表を
予定しているが、「東京オリンピックの
開催」が最優先される状況から会場の
確保は難しそうである。
　また、インフォーママーケッツジャ
パン㈱では、今年のJJFへの出展を予
定していた企業のプロモーションサ
ポートを目的に、感染リスクを最小限に
抑制しながらコロナ禍でも対応可能な
企画の準備を進めている。イブ代表は
「これまでのJJFの開催を通じて構築さ

　毎年多くの
ジュエリーカレン
ダーを販売して
いる中央宝石研
究所器材部が
制作する「2021
年度ジュエリー
カレンダー」が完
成、受注を開始
した。
　来年の1月か
ら12月までカレンダーには、ダイヤモン
ド、ルビー、ピンクサファイア、エメラル
ド、パール、アクアマリン、パライバトル
マリン、キャッツアイなどがフルカラーで
紙面を飾る。申し込み締め切り日：9月
30日必着、11月上旬発送予定。
□サイズは、B3版（51.5×36.4cm）、7
枚綴り、タンザック製本。オフセットカ
ラー印刷。販売価格は、1部1000円

（税別／別途送料）。□名
入れの場合は50部から。店
名印刷代は初版のみ3000
円（ 税 別：改 版 代は実
費）。・50～99部640円、・
100部以上600円、・200部
以上550円、・500部以上
500円、1000部以上450
円。□送料：1梱包（50部
入）につき1000円（税別）。
社名は一番下に黒一色で
入る。
　▽問合せ先：中央宝石研
究所 器材部（担当：橋本）
TEL：03-3839-1451／
FAX：03-3839-1455

企
業
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

企
業
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

J
J
F
の
開
催
延
期
が
決
定

中宝研
「2021年度ジュエリーカレンダー」
申込み受付開始 締切9月30日必着

れた業界データベースを最大限に活用
し、ウェビナーの開催はじめ出展社ニー
ズに合致したEメールやDMの配信
サービスを通じ、出展社が今年の展示
会で紹介する予定であった新製品や

サービスなどのサプライヤー情報を効
率的にバイヤーに届けることができる
サービスを提供していく。」と述べた。
　宝飾関係者は、気持ちを切り替え今
できる活動で業界の活性化に挑みたい。
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　セブン＆アイHLDGS（以下セブン）
が米国店舗数３位のコンビニ、スピー
ドウェイを約２兆２千億円で買収する
ことの報に周辺の論評は概ね好意的
である。日本国内のコンビニ業界の将
来的な成長に限界が見えている一方、
米国はまだまだその成長余地は大き
い。尚且つこの買収を踏み台にグロー
バルリテイリングを目指すとセブンは説
明している。誰にでも分かりやすく通り

の良いこの戦略的構図に読み抜けは
ないのか。全員賛成は大概ダメである。
数字に語ってもらうことにする。
　表は２０１８年度のセブンのセグメン
ト別の決算の一部である。

　セブンの総売上６兆７千億円、営業
利益４千百億円。国内コンビニの売上
は９千５百億円にとどまっているから全
体の売上の14％を占めるに過ぎない。
が営業利益全体の６割を稼ぎ出してい
る。その売上高利益率は25.8%にも達し
ている。海外コンビニは売上だけで2兆
８千億もあるが利益は９百億強、売上
高利益率は3.2%にすぎない。25.8％と

3.2%。なぜこれほどの差異が生じるの
か。物流を含めた運営システムの経費
の違いか、本部と現場オーナーの利益
配分比率の違いか、意地悪な見方をす
れば国内店舗オーナーからのみ過剰に

利益を搾り取ってい
るともいえる。その収
益性の低い米国コン
ビニに2兆2千億を投
資すること自体大いな
るリスクである。2019
年1 2月度スピード

ウェイの営業利益は11億ドル（1160億
円）総売上が268億ドル（2兆8300億
円）売上高営業率4.1%、米国の税制は
分からないが税別利益をほぼ半分の
600億円とすると、単純計算では買収金
額を回収するのに36年かかることにな
る。コロナ禍を別にしても5年先も読め
ない時代に国内コンビニに利益の半分
以上を依存しているセブンの利益構造

を考えれば、この買収がいかにも危うい
ことは誰の目にも明らかである。
　数字を離れて別の角度から見てみ
る。セブンの経営の真骨頂は「堅実経
営」にある。伊藤雅俊も鈴木敏文もそこ
は変わらない。減益となれば出店を抑
制してでも業務改革を徹底したイトー
ヨーカドー、ドミナント方式の出店戦略
で物流効率を追求したセブンイレブン、
共に世間に見栄えのいい店舗数や売
上高を誇ることなく、地道に利益重視の
経営姿勢を貫いてきた。今回の買収劇
はこの社風ともいうべき利益重視の
DNAに反する決断ではあるとともに、今
まで資金繰りの重圧とは無縁に近い役
員たちが、トータルで約3兆円強の負債
を担いながら経営判断をするという状
況が生まれたということだ。井坂社長自
ら当面の資金繰りの厳しさに言及して
いる。仮に想定外の追加投資が生じた
とき、正確なジャッジは可能だろうか。

　セブン首脳部はスピードウェイの資
産の圧縮で実質的買収額は1兆2千億
円程度と説明しているが、他人の会社
など入り込んで隅から隅まで調べ抜か
なければ何が出てくるか分かったもの
ではない。机上の楽観を広報する姿勢
そのものに「堅実経営」とは一線を画す
危うさをみることができる。
　この買収劇は今年2月の蒸し返しであ
る。その時は買収金額2兆3千億に折り
合いがつかなかったとのことだが、結局
2兆2千億で交渉成立したということは
セブンのほうがよほどこの話をまとめた
かったのだろう。「千載一遇のチャンス」
とは井坂社長のコメントである。がその
のめりこみ方に視野狭窄の落とし穴はあ
りうる。もしもだが、鈴木前会長なら1兆
円でも買わなかったようにおもえるが。
　少し前になるがウォールマートの日
本進出が報じられたとき、イオンはじめ
多くのスーパー関係者がその影響力に

強い不安感を表明したことがあった。
その際セブンの鈴木氏が「小売業とい
うのは極めてドメスティックなものだか
ら、世界的な大資本が進出したからと
いって成功するとは限らない」と述べて
泰然としていたが、その見通しは見事
に的中した。そのセブンが海外へ進出
しグローバルリテイリングを目指すとい
うのだから、「小売り哲学」は真逆であ
る。鈴木氏の後継者であるはずの井坂
社長にどのような変心があったのか不
明だが、違和感が残る。
　セブン、乾坤一擲の大勝負である。そ
れにしては見通しの甘さが目立つ。た
ぶんセブンの危機は早々にやってくる
に違いない。伊藤雅俊と鈴木敏文、こ
の創業者たちが目の黒いうちに「見た
くないもの」を見る羽目にならないこと
を祈るばかりである。
　　　　 　　　　　　　　貧骨   
　　　 cosmoloop.22k@nifty.com

路傍の警鐘 
セブン&アイ、25.8%と3.2% 
米国コンビニ買収の
危なすぎる賭け 

小売の十字路小売の十字路 170

　特許権は、多数の者によって時や場所
を問わず侵害されるおそれがあることか
ら、侵害が容易である一方、その発見や
防止は容易ではないという性質がある。

　特に、製造方法等に関する特許につ
いては、その侵害の有無等を書類や製
造機械や製品といった検証物を調べ
るだけで判断することが容易ではなく、
特許権侵害の有無等を裁判官が判断
することは容易ではない。

　そこで、裁判所が選定した中立な立

場の専門家が、被疑侵害者のオフィス
や工場などに立ち入り、特許権侵害の
立証に必要な調査を行い、裁判所に
報告書を提出する制度（査証制度）が
令和２年１０月１日より施行されること
となった（特許法第１０５条の２（新
設））。これにより、権利者が入手でき
なかった証拠が入手しやすくなり、侵
害の立証が容易になると考えられる。

　査証の要件は以下の通りである。
①必要性：侵害行為の立証に必要
②侵害の蓋然性：特許権等の侵害の
可能性が高い
③補充性：他の手段では証拠収集が
十分に集まらない
④相当性：相手方の負担が過度になら
ない
　   
     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）

　其の51

査証制度、令和２年１０月１日より施行

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

　　　　 　 　営業収益（売上）　営業利益　 売上高営業利益率 
全体　　          67912　   4115 　　  6.0%
国内コンビニ　    9554　   2467　　 25.8％
スーパー　　　  19025         211          1.1％
百貨店　　　　   5921　　    37　　　0.6%
他　省略

（単位億）

（6）　　2020年（令和2年）9月1日　　 （昭和25年2月28日第3種郵便物認可）　 第2414号


